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出生の日から18歳に達する日
以後の最初の３月31日までの
間にある児童

・母子家庭・父子家庭の児童
・父母のいない児童
・父または母が一定の障害認
　定を受けている家庭の児童

・身体障害者手帳１～３級を
 　持っている方
・療育手帳Ａを持っている方
・精神障害者保健福祉手帳
　（１級）の交付所持者のうち、
 　自立支援医療費（精神通院）
 　の支給を受けている方

65歳以上で身体障害者手帳
４～６級を持っている方

所得制限なし

所得制限あり

社会保険本人の
み所得制限あり

・所得制限あり
・社会保険本人
　は非該当

乳幼児および小
中高生など

ひとり親家庭の
児童生徒など
(18歳に達する
日以後の最初の
３月31日まで)

重度心身障害
（児）者

高齢身体障害者

マル福カード対象者
要件 備考対象

　
次
の
対
象
者
は
、
有
効
期
限
が
令
和
８

年
３
月
31
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。
３
月
下

旬
に
新
し
い
マ
ル
福
カ
ー
ド
を
郵
送
し
ま

す
の
で
、
４
月
１
日
以
降
は
新
し
い
マ
ル

福
カ
ー
ド
を
必
ず
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
ま
た
は
療

育
手
帳
Ａ
を
所
持
し
、
白
色
の
マ
ル

福
カ
ー
ド
が
交
付
さ
れ
て
い
る
方

・
灰
色
の
マ
ル
福
カ
ー
ド
が
交
付
さ
れ
て

い
る
方
の
う
ち
、
社
会
保
険
本
人
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
以
外
の
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

※

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
Ａ
ま
た

は
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
の
有
効

期
限
が
令
和
８
年
３
月
31
日
と
な
っ

て
い
る
方
は
、
自
動
更
新
と
な
り
ま

せ
ん
の
で
、
窓
口
で
の
更
新
手
続
き

が
必
要
で
す
。
更
新
後
の
身
体
障
害

者
手
帳
、
療
育
手
帳
Ａ
ま
た
は
自
立

支
援
医
療
受
給
者
証
な
ど
の
提
示
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

健
康
保
険
が
変
わ
っ
た
と
き

　
福
祉
医
療
費
受
給
者
の
健
康
保
険
が
変

わ
っ
た
と
き
は
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。

届
け
出
に
必
要
な
も
の

・
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
（
マ
ル
福
カ
ー

ド
）

・
資
格
確
認
書
、
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
、

マ
イ
ナ
保
険
証
の
い
ず
れ
か

・
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
（
お
持
ち
の
方

の
み
）

福
祉
医
療
制
度
に
つ
い
て

　
福
祉
医
療
制
度
と
は
、
病
院
な
ど
の
窓

口
で
支
払
う
医
療
費
の
自
己
負
担
額
（
入

院
時
食
事
代
、
差
額
ベ
ッ
ド
代
、
保
険
外

治
療
な
ど
を
除
く
）
を
助
成
す
る
制
度
で

す
。
助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請
が
必

要
で
す
。
左
の
表
の
と
お
り
、
対
象
に
よ

っ
て
所
得
制
限
な
ど
の
有
無
が
異
な
り
ま

す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
資
格
確
認
書
、
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
、

マ
イ
ナ
保
険
証
の
い
ず
れ
か

・
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
（
お
持
ち
の
方

の
み
）

問
合
せ

　
市
民
保
険
課　
　
　
℡
89
・
２
１
５
９

　
地
域
局
市
民
福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
℡
73
・
２
１
１
４

新
し
い
マ
ル
福
カ
ー
ド
を
郵
送
し
ま
す


